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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成22年7月8日(2010.7.8)

【公表番号】特表2009-537352(P2009-537352A)
【公表日】平成21年10月29日(2009.10.29)
【年通号数】公開・登録公報2009-043
【出願番号】特願2009-511163(P2009-511163)
【国際特許分類】
   Ｂ３２Ｂ  17/06     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ  27/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ３２Ｂ  17/06    　　　　
   Ｃ０３Ｃ  27/12    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成22年5月7日(2010.5.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なる第１の金属酸化物及び第２の金属酸化物を含み、Ｔｇ及びＴｘを有するガ
ラスを含む第１の層であって、ＴｇとＴｘとの差は少なくとも５℃であり、前記ガラスは
理論上の最大値の少なくとも５０％のインライン透過を有し、前記ガラスはそれぞれが互
いに垂直であるｘ、ｙ、及びｚの寸法を有し、前記ｘと前記ｙの寸法はそれぞれ少なくと
も２５ｍｍであり、前記ガラスは前記ガラスの総重量を基準として２０重量％以下のＳｉ
Ｏ２、２０重量％以下のＢ２Ｏ３、及び４０重量％以下のＰ２Ｏ５を含有する、第１の層
と、
　力消散性材料を含む第２の層と、
　前記第１の層の少なくとも一部を前記第２の層に固着する結着材料と、を含む、透明複
合材料。
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